
式(自由参加型競争見積)の実施に関する要領」に示すとおりとします。

なお，決定業者の方には電話にて連絡のうえ，FAXで決定通知書を送付します。

その他の条件等については，「物品の買入れ等におけるオープンカウンター方

本市では、令和６年４月１日より，本市に提出する見積書について，見積書

の代表者印の押印を省略することを可能とします。また，これまで随意契約に

おいて事業者からFAXで提出された見積書により契約相手方を決定した場合，

見積書の原本を徴取することとしていましたが，見積書の押印省略運用開始

に伴い，代表者印の有無に関わらず，見積書原本の提出は不要とします。

(5)

(4)

(3)

備 考 見積書は，所定の様式(別記様式)を使用してください。

見積書はFAX又は持参してください。FAXにより見積書を提出した場合は，必ず

契約課に到達確認をしてください。

競争見積の結果(決定業者名及び決定金額)については，契約相手方が決定し

に掲載します。

提 出 先 ：

無

令和６年５月２０日

桑　名　龍　吾

地域要件が「市内業者」又は「準市内業者」である者

物品の買入れ等におけるオープンカウンター方式(自由参加型競争見積)の実施に
関する要領第４条第１項に規定する参加者資格要件を満たす者

ア・イのうち物件等競争入札参加資格者名簿において営業種目における区分が
「保育用具・教材(2001)」で登録している者

（高知市総務部契約課物品契約担当）

契約事務担当

おもちゃ殺菌庫

1台

令和６年７月３１日（水）

高知市西部健康福祉センター１階　地域子育て支援センター　ぽけっとランド

ア

イ

(1)

ウ

次第，速やかに契約課執務室において閲覧に供するとともに契約課ホームページ

高知市長

契約課物品・業務委託契約担当

見 積 参 加 者
の 資 格 要 件

見 本 の 閲 覧

質 疑

見積書提出期間

調 達 依 頼 課

案 件 番 号

発 注 形 態

６－２８

令和６年５月２７日（月）から令和６年５月２８日（火）　１５時００分まで

高知市役所本庁舎３階　契約課　物品・業務委託契約担当

別紙仕様書のとおり

納 入 期 限

納 入 場 所

仕様・規格等

見積書提出場所

提 出 期 限 ：

　質疑回答は，質疑書提出締切日の翌開庁日中に総務部契約課執務室において閲覧
に付すとともに契約課インターネットホームページに掲載します。

TEL：088-823-9414 FAX：088-823-9496

オープンカウンター方式(自由参加型競争見積)による物件調達について

子ども育成課　TEL:088-823-9482　FAX:088-825-2440　担当:津野

(2)

物品の買い入れ

数 量 等

令和６年５月２２日（水）　１２時００分まで

子ども育成課

案 件 名
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仕様書 

 

１ 購入物品名及び数量 

おもちゃ殺菌庫  １台 

 

２ 規格等 

・寸法：横59～60㎝×奥行41～46㎝×高さ76～86㎝  

・内寸W49㎝×D33㎝×H63㎝程度のもの 

・棚が２～３段あるもの 

・扉は右開きのもの 

・紫外線でおもちゃの殺菌ができるもの 

・扉（窓）部分は紫外線をカットする素材を用いているもの 

 

３ 例示品 

・日本カーヴィング株式会社 クリアトイCT-700 

・株式会社ビティー おもちゃ殺菌庫Vity-１型 

 

  上記例示品以外で参加する場合は，令和６年５月24日（金）17時までに，同等品承認願出書

に規格等の分かる書類（カタログ等）を添えて，子ども育成課に提出し，事前に承認を得るこ

と。なお,同等品については,例示品に備わる規格であっても,上記規格等に記載する事項以外は

不問とする。 

 

４ 納入場所 

高知市西部健康福祉センター１階 地域子育て支援センター ぽけっとランド 

（高知市鴨部860-1） 

 

５ 納入期限 

  令和６年７月31日（水） 

 

６ その他 

⑴ 保証条件は，メーカー指定のものとし，当該期間内の故障等に関しては，無償で対応する

こと。ただし，使用者の瑕疵による場合は，この限りでない。 

⑵ 物品を納入するときには，あらかじめ日時を子ども育成課と打合せの上，指定する場所に

搬入し，検収を受けること。 

⑶ 納入後，使用方法を担当職員に十分説明し，円滑に使用できるようにすること。 

⑷ 納入時の梱包類等は，決定業者が持ち帰ること。 

⑸ 価格には，納品に係る運搬費・搬入費・組立作業費等一切の諸経費を含めること。 

⑹ 物品の納入に際しては，施設に損傷を与えないよう十分に注意を払い，必要に応じて納入

経路に養生等を施すこと。（養生をする際には事前に報告をすること）また，納入の際は決
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定業者が立会い，万一，施設に損傷を与えた場合は，直ちに報告し，決定業者の責任にお

いて現状に回復すること。 

⑺ 現在当該施設において使用中の「おもちゃ殺菌庫 クリアトイCT700」の引き取りを行うこ

と。 

 

７ 問合せ先 

高知市こども未来部 子ども育成課 担当：津野 

高知市本町５丁目１-45 本庁舎３階 

Tel 088－823－9482 ／ Fax 088－825－2440 
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